
第６回 環境配慮契約の手法と取組のポイント

令和３年３月
環境省 大臣官房 環境経済課



2

環境配慮契約を推進するための考え方

環境配慮契約を推進するための考え方

• グリーン購入と併せて実施することが効果的
（グリーン購入の対象であるものは、基準を満たすことが大前提）

• 環境に配慮した製品・サービスの普及が目的であることを念頭に置く
（行政機関しか、調達できないのでは目的を達成できない。）

• 経済性に留意しつつ、価格以外の環境性能など多様な要素も考慮が必要
• 評価基準、契約手続等を明確にし、中小企業等が不当に不利とならないよう、公
正な競争の確保に留意

• 他の施策との調和、特に対象となる場合はWTO政府調達協定との整合性も留意

環境配慮契約とは
温室効果ガスの排出削減を目的に、契約手続として、製品・サービスの価格に加えて、
製品・サービスの環境性能又は事業者の環境価値を含めて評価する仕組み。
グリーン購入で基準化できない事業者の環境価値やグリーン購入の基準を満たした製
品・サービスであっても、価格のみではなく、環境性能を評価するものであり、グリーン購入
を補完する仕組みでもある。
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環境性能と価格を含めた評価

環境配慮契約の実施手法
環境配慮契約では、対象となる製品・サービスの特徴を考慮し、「総合評価落札方式」、
「裾切り方式」、「プロポーザル方式」などの手法を選択する。
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環境プロポーザル方式

【基本的考え方】
グリーン購入基準等一定の基準を満
たしたうえで、事業者から提案された
環境性能を他の技術提案及び価格
とともに評価する手法
対象の環境性能が一律ではなく、既
製品がない、受注生産などで採用
（例：建築設計、船舶）
評価基準を単純化できないため、他
の手法と比べ、適切な審査体制によ
る公平性、透明性、客観性の確保が
重要

建築物設計における環境配慮のイメージ例
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裾切り方式の具体例：電力調達

裾切り方式
【基本的考え方】
調達する製品・サービスではなく、調
達先の事業者の環境価値を評価す
る手法
納入先に合せ、製品・サービスの内
容を容易に変更できるものや製品・
サービスではなく、事業者を評価する
ことが、より環境負荷低減につながる
場合に採用（例：電気供給、廃棄
物処理）
原則複数の事業者が参入可能な裾
切り基準を設定
事業者間の競争を不当に阻害しな
いことに配慮

電力供給契約における裾切り方式例
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総合評価落札方式の具体例：自動車調達

環境性能と価格の総合評価落札方式
【基本的考え方】
環境性能と価格の両面から評価する手法
製品・サービスの環境性能を数値化し、比較・評価できる場合に採用（例：自動車）
自動車など、環境性能がランニングコストに直結するものに、総合評価落札方式を採用しやすい。

出典：環境配慮契約法パンフレット（環境省）

自動車における評価値算定例
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地方公共団体独自の評価基準の事例

東京都の電力入札参加要件

出典：令和2年度 東京都グリーン購入ガイド 電気に関する基準（抜粋）（東京都ホームページ）
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地方公共団体独自の評価基準の事例

つくば市（茨城県）の電力入札参加要件

出典：つくば市電力の調達に係る環境配慮契約方針（つくば市ホームページ）

• 電源構成・CO2排出係数の
情報開示

• 右表に示す配点により算定し
た評価点の合計が115点以
上であること
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まとめ

• 環境配慮契約を実施するには、総合評価方式や裾切り方式、プロポーザル方式等、
いくつかの評価方法がある。

• 対象となる製品・サービスによって、どのような評価方法・評価基準を採用することが、
より温室効果ガスの排出削減につながるかという視点が必要。

• 適切な方法や基準を設定することで民間事業者の行動変容を促し、地域全体の
温室効果ガスの排出削減につながる。




